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三豊市農業委員会１１月定例総会議事録 

 
 
 
 令和７年１１月２０日午後１時３０分より、三豊市農業委員会１１月定例総会を三豊市危機

管理センター ３０１・３０２会議室において開催した。 
  
 
１． 出席者、欠席者の状況 

 
出席者   ２７名(農業委員２１名、農地利用最適化推進委員６名)  
 

 
【農業委員】                            （出席○・欠席－） 

１番 堀江 博 〇 ２番 岡根 讓 〇  ３番 石𠩤 剛 〇 

４番 山 睦士 〇 ５番 岡 恒男 ○  ６番 森 啓二 〇 
 ７番 石井 秀一 〇  ８番 小畑 忠司 ○  ９番 湯口 貞明 ○ 
１０番 糸川 桂市 〇 １１番 藤田 幸治 － １２番 安藤 健一 〇 
１３番 前谷 晃年 〇 １４番 福岡 伸也 〇 １５番 筒井 義朝 ○ 
１６番 長堀 和行 － １７番 金丸 喜正 ○ １８番 松永 克喜 ○ 
１９番 木下 一雄 ○ ２０番 浪越 久司 ○ ２１番 細川 髙文 ○ 
２２番 細川 未恵 〇 ２３番 平尾 美紀 － ２４番 山岡 正士 〇 

 
【農地利用最適化推進委員】 

２番 松尾 義幸 〇  ４番 玉尾 哲也 〇 ２７番 大倉  強 〇 

３８番 藤田 和幸 － ４１番 十川  剛 〇 ５４番 眞鍋 雅行 〇 

５９番 泰田 英之 〇 ６３番 竹林 孝弘 －    

 
２．署名委員 
 

８番  小畑 忠司 
１３番  前谷 晃年 
 

３． 傍聴人 
 
      な   し 
 
４．事務局の出席者 
    
     事 務 局 長    十鳥 武志 

事務局次長    藤原 卓司 
主   任    糸川 剛史 
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５．書 記 
 
 

主   事    土井 太陽 
 
 
６．議 題 

 
議案第  １号  使用貸借にかかる農地返還通知の件について(報告) 
議案第 ２号  農地法第１８条第６項の規定による通知の件について(報告) 
議案第 ３号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ５号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ６号  農地法第５条第１項の規定による事業計画変更申請の件について 
議案第 ７号 非農地通知の件について 
議案第 ８号 農用地利用集積等促進計画の件について 
その他の件について 
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７．開会     【午後１時３０分】 

  

事務局長      ただいまより開会いたします。三豊市農業委員会１１月定例総会の

開会にあたり、堀江会長よりご挨拶申し上げます。 

 

会  長      皆さん、こんにちは。定例総会は残すところ今回と１２月を含めて

２回となりましたが、気温も下がり体調を崩しやすい季節となりまし

たので、身体には十分気を付けていただきたいと思います。また、先

月から全国農業新聞の普及推進活動にご協力いただきありがとうご

ざいました。これまで購読されていなかった委員さんも皆さんの推進

活動によって申し込んでいただき、農業委員全体の皆購読達成まであ

と少しという結果となりました。これに対しまして格別のお礼を申し

上げたいと思います。本日の議案は多くありませんが、議案進行がス

ムーズにできますよう皆様のご協力をお願いいたしまして挨拶とさ

せていただきます。 

 

事務局長      ありがとうございました。会議の開催にあたり、本日は １１番 

藤田 幸治 委員、１６番 長堀 和行 委員、２３番 平尾 美紀  

委員から欠席の連絡をいただいております。ただ今の出席委員は２１

名で定足数に達しており、会議は成立いたしますのでご報告申し上げ

ます。なお、恐縮ですが、携帯電話をお持ちの委員におかれましては

会議中電源を切る、またはマナーモードに設定するようお願いいたし

ます。また、本日ご出席いただいております推進委員につきましては、

提出された議案に対して意見を述べることは差支えありませんが、採

決には参加できませんので、あらかじめご承知の上議事進行にご協力

をお願いいたします。それでは総会会議規則第６条の規定により、本

会議の議長を堀江会長にお願いいたします。 

 

議  長      ただ今から、三豊市農業委員会１１月定例総会を開会いたします。

最初に本総会会議規則に従いまして、私から議事録署名人を指名させ

ていただきます。それでは議席番号８番 小畑 忠司 委員、議席番

号１３番 前谷 晃年 委員のご両名にお願いをいたします。本日の

議題につきましては、事前に送付させていただいております議案書の

とおりでございます。それではこれより議事に入ります。１ページを

お開きください。議案第１号「使用貸借にかかる農地返還通知の件に

ついて」を議題といたします。事務局の報告を求めます。 

 

事 務 局           議案第１号「使用貸借にかかる農地返還通知の件について」を報告

いたします。 

 

                   〔 議案第１号 番号１号から番号１９号を朗読 〕 

 

以上１９件、当農業委員会に対しまして、使用貸借権の解約が双方 

合意の上、成立された旨、通知がありましたのでご報告申し上げます。 

 

議  長      ありがとうございました。これより質疑に入ります。皆さんから何

かご意見ご質問ございますか。 

 

２４ 番      番号１号について質問です。譲受人が議案書から抜けていますが、
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今回はどのような理由の解約なのでしょうか。 

 

事 務 局      質問にお答えします。耕作者が亡くなったため利用権設定が終了す

るという内容の申請です。譲受人が抜けていたことについては後ほど

修正し、以後このようなことがないよう厳重に注意します。 

 

 議  長      他にご質問ございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第１号「使用貸借にかかる農地返

還通知の件について」の１９件の報告事項は異議なしと認めます。次

に進ませていただきます。８ページをお開きください。議案第２号「農

地法第１８条第６項の規定による通知の件について」を議題といたし

ます。事務局の報告を求めます。 

 

事 務 局      議案第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知の件につい

て」を報告いたします。 

 

〔 議案第２号 番号１号から番号２号を朗読 〕 

 

以上２件、農地法第１８条第６項の規定によりまして、当農業委員 

会に対して、賃貸借権の合意解約がなされた旨、通知がありましたの 

でご報告を申し上げます。 

 

議  長      ありがとうございました。これより質疑に入ります。皆さんから何

かご意見ございますか。 

 

推 進 員      質問ですが、今回の解約ででてきた残存小作の解約とはどういった

ものになるのでしょうか。説明お願いします。 

 

事 務 局      質問にお答えします。残存小作とは、農地改革以前からある小作地

で、農地改革の際に地主の保有小作地として認められ現在まで残って

いるものになります。売買等をする際はこれを解約しないといけない

ため今回の申請になります。 

 

議  長      他には意見やご質問はございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第２号「農地法第１８条第６項の

規定による通知の件について」の２件の報告事項は異議なしと認めま

す。次に進ませていただきます。９ページをお開きください。議案第

３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請の件について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局      ご審議の前ですが、要件を満たしていないため番号１９号について

は取り下げとなりました。よって番号１９号を除く議案第３号「農地

法第３条第１項の規定による許可申請の件について」を説明いたしま
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す。 

 

〔 議案第３号 番号１号から番号１８号、番号２０号から番号２ 

３号を朗読 〕 

 

          以上２２件につきましては、農地の権利移動の不許可条項でありま

す農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますのでご提案

申し上げます。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長      事務局の説明が終わりました。続いて担当委員から説明をお願いし

ます。 

 

４  番      番号１号について説明いたします。申請地の隣には宅地があり譲受

人は人を雇ってその宅地に住まわせて、家庭菜園をする予定です。こ

れから作付けを開始していくということで何も問題ないと思います。 

 

          番号２号について説明いたします。譲渡人と譲受人は親戚です。

元々、この申請地については譲受人が代わりに農地の管理をしており、

現在は柿を植えて現状も適切に管理されているので問題ありません。 

 

５  番      番号３号について説明いたします。譲渡人と譲受人は親戚です。譲

渡人は労力不足のため譲受人を探していたところ、近くに住んでいる

親戚の方がこの度有償で購入することとなりました。申請地を確認し

たところ綺麗に管理されておりました。よろしくお願いいたします。 

 

６  番      番号４号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。譲

渡人が耕作していましたが、高齢のため難しくなり譲受人を探してい

たところ見つかり申請に至りました。現状荒れていますが、譲受人が

管理するということで特に問題ないと思います。 

 

          番号５号について説明いたします。譲渡人と譲受人は親子です。譲

渡人は親ですが、農業を廃止するということで子である譲受人が引き

継ぐ形で今回の申請になりました。申請地は適切に管理されており問

題ないと思います。 

 

          番号６号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。譲

受人の親は譲渡人の農地の近くで田んぼを所有しており、適切に管理

されているので問題ありません。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

７  番      番号７号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。譲

渡人は高齢で農地の管理が難しく周囲に迷惑をかけている状態でし

た。そこで譲受人が経営規模の拡大を考えていたので無償での売買が

成立しました。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

８  番      番号８号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。譲

渡人は県外在住であり農業廃止を希望していました。譲受人の方はこ

れまでにも耕作放棄地のような農地の再生を数多く手掛けており今

回の申請も問題ないと思います。 
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          番号９号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。譲

渡人は高齢で農地を耕作できる人を探していたところ、今回の譲受人

が見つかり申請されました。譲受人は広い面積の農地を有する法人で

あるため問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

１２ 番      番号１０号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。

譲渡人の親が亡くなったため農地の維持管理が難しくなり、経営規模

の拡大を考えていた譲受人と話がまとまり申請に至りました。特に問

題ありませんのでよろしくお願いいたします。 

 

          番号１１号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。

譲渡人は農業をしたことがなく耕作する能力がないため、法人である

譲受人に相談して話がまとまりました。 

 

          番号１２号について説明いたします。譲渡人と譲受人は親戚です。

譲受人は鳥を飼っており、鶏舎で特別な事故等に対応できるようにし

たいということで譲渡人と売買が成立しました。農地の維持管理は問

題ありませんのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

１５ 番      番号１３号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。

この申請地の隣の農地は８月定例総会で転用の申請が出ていたと思

いますが、今回はその残りの部分を所有権の移転をするということで

申請されました。現状は何も耕作されておらず綺麗に管理されてあり

ますので問題ないと思います。 

 

事 務 局      番号１４号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。

申請地については適切に管理されており所有権の移転に特に問題は

ございません。 

         

１７ 番      番号１５号について説明いたします。譲受人の農地が譲渡人の農地

と隣接しており、今回は隣ということで譲渡人の方から相談を受けた

ことで所有権移転の申請となりました。水稲を栽培する予定で問題な

いと思います。 

 

          番号１６号について説明いたします。譲受人は新規就農で譲渡人か

ら譲り受けた農地で知り合いに指導してもらいながら農業をしてい

くそうです。譲受人の住居の周囲に申請地があるので距離等の問題も

ないと思います。 

 

          番号１７号について説明いたします。譲受人から農地が欲しいとい

うことで譲渡人とも話がまとまり申請に至りました。申請地は農地と

して利用できる状態であるため問題ないと思います。 

  

          番号１８号について説明いたします。譲渡人と譲受人は近所に住ん

でいますが他人です。譲渡人から申請地の購入を依頼され譲受人は水

稲をするということで売買が成立しました。合計４件ですが、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 
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３  番      番号２０号について説明いたします。譲渡人は高齢により農地の維

持管理が困難になったため譲渡を希望しました。従来この申請地では

菊などを栽培しており譲受人は引き続き花などを栽培するというこ

とで話がまとまりました。近隣との問題もないのでご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

１９ 番      番号２１号について説明いたします。申請地の所有者が亡くなり相

続人である譲渡人が家と農地をセットで譲受人に売却することとな

りました。作付けする作物はこれから決定していくということですの

でご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

２０ 番      番号２２号について説明いたします。譲受人は譲渡人から家とセッ

トで申請地を購入してくれないかと持ち掛けて売買が成立しました。

現在みかんが植えられているのですが譲受人は今後別の果樹を作付

けしていくそうです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

１  番      番号２３号について説明いたします。譲渡人と譲受人は他人です。

譲渡人は県外在住で帰ってくる予定はないため譲受人を探していた

ところ、近くの田んぼで兼業農家を営む譲受人を見つけ話がまとまり

ました。譲受人は複数の農地を所有しており、全て適切に管理してお

りますので問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長      担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。皆さ

んご質問ございませんか。 

 

２４ 番      番号２１号についての質問です。譲受人の作付け作物が決定してい

ない状態で農地の所有権移転の申請は可能なのでしょうか。営農計画

書に記載しないといけない項目だったと思います。 

 

事 務 局      質問にお答えします。譲受人は営農計画書に野菜と記載し提出され

ておりますが、具体的な品目までは決まっていない状態です。 

 

推 進 員      番号２号の執行人とはどのような人になるのでしょうか。 

 

事 務 局      質問にお答えします。今回のケースで説明しますと、譲渡人が故人

であり、遺言執行人として弁護士である第三者が手続きをおこなって

いることを意味します。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第３号「農地法第３条第１項の規

定による許可申請の件について」の番号１号から番号１８号、番号２

０号から番号２３号についてお諮りいたします。ご異議ございません

か。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 
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議  長      ないようですので、議案第３号「農地法第３条第１項の規定による

許可申請の件について」の番号１号から番号１８号、番号２０号から

番号２３号につきましては許可することと決定いたします。次に進ま

させていただきます。１６ページをお開きください。議案第４号「農

地法第４条第１項の規定による許可申請の件について」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局      議案第４号「農地法第４条第１項の規定による許可申請の件につい

て」を説明いたします。 

 

〔 議案第４号 番号１号から番号４号を朗読 〕 

 

          申請地は全て第２種農地となっています。以上４件につきまして、

営農条件及び市街地化の状況から判断する立地基準と、転用の確実性

及び周辺農地への被害防除措置から判断する一般基準に適合してい

ると思われるのでご提案申し上げます。よろしくご審議の程お願い申

し上げます。 

 

議  長      事務局の説明が終わりました。続いて担当委員から説明をお願いし

ます。 

 

１０ 番      番号１号について説明いたします。申請地を確認したところ申請者

の自宅横に納屋が建っており、既に利用していたため無断転用の解消

の申請になります。水利組合や土地改良区の了解も得ているため周辺

農地への影響はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

１８ 番      番号４号について説明いたします。宅地横の田んぼの一部に捨てコ

ンが打たれて駐車場として現在利用されています。番号１号と同様に

無断転用の解消の申請となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長      担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。皆さ

んご質問ございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第４号「農地法第４条第１項の規

定による許可申請の件について」の番号１号から番号４号をお諮りし

ます。ご異議ございませんか。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第４号「農地法第４条第１項の規定による

許可申請の件について」の番号１号から番号４号につきましては適当

と認め、許可相当をもって県に進達することと決定いたします。次に

進まさせていただきます。１８ページをお開きください。議案第５号

「農地法第５条第１項の規定による許可申請の件について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 
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事 務 局      議案第５号「農地法第５条第 1 項の規定による許可申請の件につい

て」を説明いたします。 

 

〔 議案第５号 番号１号から番号７号を朗読 〕 

 

          番号１号と番号７号は第１種農地となっており、その他は第２種農

地となっています。以上７件につきまして、営農条件及び市街地化の

状況から判断する立地基準と、転用の確実性及び周辺農地への被害防

除措置から判断する一般基準に適合していると思われるのでご提案

申し上げます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

 

議  長      事務局の説明が終わりました。続いて担当委員から説明をお願いし

ます。 

 

１０ 番      番号１号について説明いたします。譲受人は申請地を駐車場として

利用したいということで今回申請されました。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

２  番      番号２号について説明いたします。申請地では事務所を建てたり資

材置場として利用したりするそうで、場所は国道沿いにはなりますが

草が生えて営農が困難な状況であるため問題ないと思います。 

 

１３ 番      番号３号について説明いたします。申請地を確認したところ、既に

嵩上げされ雑種地のようになっています。譲受人は系統用蓄電施設を

設置するということで、周囲は宅地や駐車場のみですので他の農地に

影響はないと思います。 

 

１４ 番      番号４号について説明いたします。道路拡幅工事に伴い、工事期間

中、一時的に仮設事務所と車両置場として使用するため有償で貸借権

の設定の申請です。工事は来年 3 月に完了予定で、その後は田んぼと

して原状回復し返却されます。 

 

２１ 番      番号７号について説明いたします。農業用作業場として利用する予

定で、申請地は屋敷に囲まれた空き地のような状態になっており、塀

で囲まれ水利の問題もないため、問題はないと思います。 

 

議  長      担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。皆さ

んご質問ございませんか。 

 

推 進 員      番号３号の系統用蓄電施設とはどのようなものなのでしょうか。 

 

事 務 局      質問にお答えします。現在、太陽光発電など再生可能エネルギーの

増加によって電力の需要と供給のバランスが崩れることがあります。

そこで日中など発電量が需要を上回る際に余剰電力を充電し、日没後

など供給量が不足する際に放電することで、電力の安定供給を図るの

が系統用蓄電施設です。大規模なバッテリーのような施設になります。 

 

議  長      三豊市では、初めての系統用蓄電施設ということで疑問は尽きない

と思いますが、他に皆さんご質問ございませんか 
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一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第５号「農地法第５条第１項の規

定による許可申請の件について」の番号１号から番号７号をお諮りし

ます。ご異議ございませんか。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第５号「農地法第５条第１項の規定による

許可申請の件について」の番号１号から番号７号につきましては適当

と認め、許可相当をもって県に進達することと決定いたします。次に

進まさせていただきます。２０ページをお開きください。議案第６号

「農地法第５条第１項の規定による事業計画変更申請の件について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局      議案第６号「農地法第５条第 1 項の規定による事業計画変更申請の

件について」を説明いたします。 

 

〔 議案第 6 号 番号１号を朗読 〕 

 

          番号１号は第２種農地になります。以上１件につきまして、営農条

件及び市街地化の状況から判断する立地基準と、転用の確実性及び周

辺農地への被害防除措置から判断する一般基準に適合していると思

われるのでご提案申し上げます。よろしくご審議の程お願い申し上げ

ます。 

 

議  長      事務局の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。皆さん

ご質問ございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第６号「農地法第５条第１項の規

定による事業計画変更申請の件について」の番号１号をお諮りします。

ご異議ございませんか。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第６号「農地法第５条第１項の規定による

事業計画変更申請の件について」の番号１号につきましては適当と認

め、許可相当をもって県に進達することと決定いたします。次に進ま

させていただきます。２１ページをお開きください。議案第７号「非

農地通知の件について」を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

 

事 務 局      議案第７号「非農地通知の件について」を説明いたします。 

 

〔 議案第７号 番号１号から番号５号を朗読 〕 
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          以上５件、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

 

議  長      事務局の説明が終わりました。続いて担当委員から説明をお願いし

ます。 

 

８  番      番号１号について説明いたします。現地は荒廃して森林化しており、

農地への復旧は不可能であるため非農地通知は妥当で、周辺農地への

影響はありません。 

 

１２ 番      番号２号の一部について説明いたします。４０年間放置された元み

かん山で、人が入れない状態のため非農地通知が適当であると思いま

す。 

 

１  番      番号２号の一部について説明いたします。高齢と体調の問題で農業

ができなくなり、放置された土地を山林にしたいということで今回申

請されました。現地は山林で問題ありません。 

 

２  番      番号３号について説明いたします。申請地は小高い山の一部で、

元々は畑でしたが、現在は周囲全体が山林化しているため非農地への

変更は問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

１８ 番      番号４号について説明いたします。現地は山林で周囲の農地もほと

んど再生利用が困難な状態のため非農地で問題ありません。 

 

２１ 番      番号５号について説明いたします。畑となっていますが現状は山で

あり耕作は難しいため非農地通知が適当と思います。 

 

議  長      担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。皆さ

んご質問ございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第７号「非農地通知の件について」

番号１号から番号５号をお諮りします。ご異議ございませんか。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第７号「非農地通知の件について」の番号

１号から番号５号につきましては適当と認め、非農地通知等を関係者

に送付することと決定いたします。次に進まさせていただきます。別

綴じの資料をご覧ください。議案第８号「農用地利用集積等促進計画

の件について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局      議案第８号「農用地利用集積等促進計画の件について」を説明いた

します。令和７年４月から始まる農地の貸借は香川県農地機構を介し

た貸借に一本化されております。本件につきましては、令和８年１月

から始まる農地の貸借について、農地中間管理事業の推進に関する法

律第１８条第３項の規定に基づき、公共財団法人香川県農地機構から、

農業委員会に対して意見聴取があり、そちらに対し農業委員会が意見
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回答をすることとなっています。耕作者の転貸件数は１８５筆です。

本件につきましては、農地機構に意見回答を行った後、香川県による

公告を経て令和８年１月から貸借開始となります。ご審議の程よろし

くお願いいたします。 

 

議  長      事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。皆さんか

らご質問ございませんか。 

 

一  同      〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようでございますので、議案第８号「農用地利用集積等促進計

画の件について」をお諮りします。ご異議ございませんか。 

 

一  同      〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第８号「農用地利用集積等促進計画の件に

ついて」の１８５件につきましては適当と認め、原案のとおり決定い

たします。本日予定していました議案の審議は以上です。ありがとう

ございました。 
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その他の件 

 

 

 

１． 農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定について 

 

２． 遊休農地の利用意向調査について 

 

３．その他 

（１）１２月定例総会について 

日 時  令和７年１２月１５日（月）午後３時００分 

       場  所   三豊市危機管理センター３階 ３０１・３０２会議室 

 

（２）定例農事相談について 【時間 １３：３０～１６：００】 

相 談 日 開 催 場 所 相 談 委 員 

１２月８日（月） 
危機管理センター１階 

打合せコーナー１ 

高瀬町：山 睦士 高瀬町：岡 恒男 

山本町：藤田 幸治 財田町：細川 髙文 

  

 

（３）今後の予定 

月  日 会 議 名 等 開 催 場 所 

１２月１２日（金） 

１３時３０分～ 

１６時１５分 

市町農業委員・農地利用最適化 

推進委員研修会 

丸亀市綾歌総合文化会館 

アイレックス 大ホール 

 

 

（４）配布物 

      農政情報（№４００） 

 

 

閉 会 【 午後 ３時５０分 】 
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以上、議事録の正確なることを証するため、下記に署名する。 

 

 

 

 

 

            議  長                   

 

 

 

            署名委員                   

 

 

 

            署名委員                   

 

 


